
 

 

 

 

令和７年 

３月高浜市議会定例会 

議 案 書 

    



同意第１号 

 

   公平委員会委員の選任について 

  

次の者を公平委員会委員に選任したいから、地方公務員法（昭和

２５年法律第２６１号）第９条の２第２項の規定により議会の同意

を求める。 

 

  令和７年２月２５日提出 

 

高浜市長 吉 岡 初 浩 

 

１ 住  所  高浜市八幡町五丁目３番地１ 

２ 氏  名  竹 内 利 宏 （６８歳） 

 

   提案理由 

 この案は、公平委員会委員竹内利宏氏が令和７年３月３１日で任

期満了となるので、再度選任するためであります。 



同意第２号 

 

   固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 

 次の者を固定資産評価審査委員会委員に選任したいから、地方税

法（昭和２５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により議

会の同意を求める。 

 

  令和７年２月２５日提出 

 

高浜市長 吉 岡 初 浩 

 

１ 住  所  高浜市向山町五丁目５番地１２４ 

２ 氏  名  榊 原 剛 志 （５０歳） 

 

   提案理由 

 この案は、固定資産評価審査委員会委員榊原剛志氏が令和７年３

月３１日で任期満了となるので、再度選任するためであります。 

 

 

 

 



議案第３号 

 

高浜市職員等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例の一

部改正について 

 

次のとおり高浜市職員等の損害賠償責任の一部の免責に関する条

例の一部を改正するものとする。 

 

  令和７年２月２５日提出 

 

高浜市長 吉 岡 初 浩  

 

高浜市職員等の損害賠償責任の一部の免責に関する条 

例の一部を改正する条例（案） 

 

 高浜市職員等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例（令和６

年高浜市条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

第１条及び第２条中「第２４３条の２の７第１項」を「第２４３

条の２の８第１項」に改める。 

附 則 

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律（令和６年法律第

６５号）附則第１条第３号に定める日又はこの条例の公布の日のい

ずれか遅い日から施行する。 

 

提案理由 

この案は、地方自治法の一部改正に伴い、条文の整備を行うため

であります。 



議案第４号 

 

高浜市税条例の一部改正について 

 

次のとおり高浜市税条例の一部を改正するものとする。 

 

  令和７年２月２５日提出 

 

                高浜市長 吉 岡 初 浩   

 

   高浜市税条例の一部を改正する条例（案） 

 

高浜市税条例（昭和２９年高浜町条例第１１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第３５条の２第１０項中「第２条第１５項」を「第２条第１６項」

に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

   提案理由 

 この案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律の一部改正に伴い、条文の整備を行うためであ

ります。 



議案第５号 

 

高浜市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

の一部改正について 

 

次のとおり高浜市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関す

る条例の一部を改正するものとする。 

 

令和７年２月２５日提出 

  

高浜市長 吉 岡 初 浩   

 

高浜市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関す 

る条例の一部を改正する条例（案） 

 

高浜市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例（昭

和３９年高浜町条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

別表を次のように改める。 

別表（第２条関係） 

退職報償金支給額表 

種

類

階級 勤務年数 

４年以上

５年未満 

５年以上

７年未満 

７年以上

１０年未

満 

１０年以

上１５年

未満 

１５年以

上２０年

未満 

２０年以

上２５年

未満 

２５年以

上３０年

未満 

３０年以

上３５年

未満 

３５年以

上 

基

本

団

員

団長 145,000円 239,000円 269,000円 344,000円 459,000円 594,000円 779,000円 979,000円1,079,000円 

副団長 140,000円 229,000円 264,000円 329,000円 429,000円 534,000円 709,000円 909,000円1,009,000円 

分団長 ― 219,000円 260,000円 318,000円 413,000円 513,000円 659,000円 849,000円 949,000円 

副分団

長 

― 214,000円 250,000円 303,000円 388,000円 478,000円 624,000円 809,000円 909,000円 

部長及

び班長 

― 204,000円 235,000円 283,000円 358,000円 438,000円 564,000円 734,000円 834,000円 



団員 ― 200,000円 224,000円 264,000円 334,000円 409,000円 519,000円 689,000円 789,000円 

附 則 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に退職した非

常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員

については、なお従前の例による。 

 

提案理由 

この案は、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施

行令の一部改正等に伴い、退職報償金支給額表の改定を行うためで

あります。 



議案第６号 

  

高浜市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 

  

次のとおり高浜市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する

ものとする。 

  

令和７年２月２５日提出 

  

高浜市長 吉 岡 初 浩   

  

高浜市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する 

条例（案） 

 

高浜市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年高浜町条例第２

０号）の一部を次のように改正する。 

第５条第２項第２号中「９，１００円」を「９，７００円」に改

め、同号ただし書中「１万４，２００円」を「１万４，５００円」

に改め、同条第３項中「又は第３号から第６号までのいずれか」を

削り、「２１７円」を「１００円」に、「３３３円」を「３８３円

を、第３号から第６号までのいずれかに該当する扶養親族について

は１人につき２１７円」に改め、同条第４項中「（以下この項にお

いて「特定期間」という。）」を削り、「特定期間に」を「当該期

間に」に改める。 

別表中「１２，５００円」を「１２，９００円」に、「１３，３

５０円」を「１３，７００円」に、「１４，２００円」を「１４，

５００円」に、「１０，８００円」を「１１，３００円」に、「１

１，６５０円」を「１２，１００円」に、「９，１００円」を

「９，７００円」に、「９，９５０円」を「１０，５００円」に改

める。 

附 則 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第５条第２項及び第３項並びに別表の規定は、この条

例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日

前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年



金、障害補償年金及び遺族補償年金（以下「傷病補償年金等」と

いう。）について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害

補償（傷病補償年金等を除く。）及び同日前に支給すべき事由の

生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前

の例による。 

 

提案理由 

この案は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令

の一部改正に伴い、補償基礎額の改定を行うためであります。 

 



議案第７号 

  

高浜市水道事業の設置等に関する条例及び高浜市下水道事業

の設置等に関する条例の一部改正について 

  

次のとおり高浜市水道事業の設置等に関する条例及び高浜市下水

道事業の設置等に関する条例の一部を改正するものとする。 

  

令和７年２月２５日提出 

  

高浜市長 吉 岡 初 浩 

  

高浜市水道事業の設置等に関する条例及び高浜市下水 

道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例（案） 

 

 （高浜市水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第１条 高浜市水道事業の設置等に関する条例（昭和４３年高浜町

条例第３号）の一部を次のように改正する。 

第５条中「第２４３条の２の８第８項」を「第２４３条の２の

９第８項」に改める。 

（高浜市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第２条 高浜市下水道事業の設置等に関する条例（平成３０年高浜

市条例第３７号）の一部を次のように改正する。 

第５条中「第２４３条の２の８第８項」を「第２４３条の２の

９第８項」に改める。 

附 則 

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律（令和６年法律第

６５号）附則第１条第３号に定める日又はこの条例の公布の日のい

ずれか遅い日から施行する。 

 

提案理由 

この案は、地方自治法の一部改正に伴い、条文の整備を行うため

であります。 



議案第８号  
 
   高浜市道路占用料条例の一部改正について  
 
 次のとおり高浜市道路占用料条例の一部を改正するものとする。 
 
  令和７年２月２５日提出  
  

              高浜市長 吉 岡 初 浩   
 
   高浜市道路占用料条例の一部を改正する条例（案）  
 

高浜市道路占用料条例（昭和５２年高浜市条例第１９号）の一部

を次のように改正する。  
別表中備考以外の部分を次のように改める。  

別表（第３条関係） 

占用物件

の種類 

区分 単位 占用料 

(単位円) 

法第３２ 第１種電柱 １本１年につき ９９０ 

条第１項 第２種電柱 １本１年につき １，５００ 

第１号に 第３種電柱 １本１年につき ２，０００ 

掲げる工 第１種電話柱 １本１年につき ８８０ 

作物 第２種電話柱 １本１年につき １，４００ 

 第３種電話柱 １本１年につき １，９００ 

 その他の柱類 １本１年につき ８８ 

 共架電線その他上空に設ける線類 長さ１メートル１年に

つき 

９ 

 地下に設ける電線その他の線類 長さ１メートル１年に

つき 

５ 

 路上に設ける変圧器 １個１年につき ８６０ 

 地下に設ける変圧器 占用面積１平方メート

ル１年につき 

５３０ 

 変圧塔その他これに類するもの及び

公衆電話所 

１個１年につき １，８００ 



 郵便差出箱及び信書便差出箱 １個１年につき ７４０ 

 広告塔 表示面積１平方メート

ル１年につき 

２，２００ 

 その他のもの 占用面積１平方メート

ル１年につき 

１，８００ 

法第３２

条第１項

第２号に

掲げる物

件 

外径が０．０７メートル未満のもの 長さ１メートル１年に

つき 

３７ 

外径が０．０７メートル以上０．１

メートル未満のもの 

長さ１メートル１年に

つき 

５３ 

外径が０．１メートル以上０．１５

メートル未満のもの 

長さ１メートル１年に

つき 

７９ 

外径が０．１５メートル以上０．２

メートル未満のもの 

長さ１メートル１年に

つき 

１１０ 

外径が０．２メートル以上０．３メ

ートル未満のもの 

長さ１メートル１年に

つき 

１６０ 

外径が０．３メートル以上０．４メ

ートル未満のもの 

長さ１メートル１年に

つき 

２１０ 

外径が０．４メートル以上０．７メ

ートル未満のもの 

長さ１メートル１年に

つき 

３７０ 

外径が０．７メートル以上１メート

ル未満のもの 

長さ１メートル１年に

つき 

５３０ 

外径が１メートル以上のもの 長さ１メートル１年に

つき 

１，１００ 

法第３２

条第１項

第３号に

掲げる施

設 

自

動

運

行

補

助

施

設

法第２条第２項

第５号に規定す

る自動運行装置

による検知の対

象として設置す

る導線その他の

線類 

地下に設けるもの 長さ１メートル１年に

つき 

５ 

その他のもの 長さ１メートル１年に

つき 

１８ 

道路の構造又は交通の状況を表示

する標示柱その他の柱類 

１本１年につき １，４００ 

その他のもの 上空に設けるもの 占用面積１平方メート ８８０ 



 

 ル１年につき  

地下に設けるもの 占用面積１平方メート

ル１年につき 

５３０ 

その他のもの 占用面積１平方メート

ル１年につき 

１，８００ 

法第３２条第１項第４号に掲げる施設 占用面積１平方メート

ル１年につき 

１，８００ 

法第３２

条第１項

第５号に

掲げる施

設 

上空に設ける通路 占用面積１平方メート

ル１年につき 

１，１００ 

地下に設ける通路 占用面積１平方メート

ル１年につき 

６６０ 

その他のもの 占用面積１平方メート

ル１年につき 

１，８００ 

法第３２

条第１項

第６号に

掲げる施

設 

祭礼、縁日等に際し、一時的に設け

るもの 

占用面積１平方メート

ル１日につき 

２２ 

その他のもの 占用面積１平方メート

ル１月につき 

２２０ 

道路法施

行令（昭 

和２７年

政令第４ 

７９号。 

以下

「令」と

いう。）

第７条第

１号に掲

げる物件 

看板（アーチであ

るものを除く。） 

一時的に設けるも

の 

表示面積１平方メート

ル１月につき 

２２０ 

その他のもの 表示面積１平方メート

ル１年につき 

２，２００ 

標識 １本１年につき １，４００ 

旗ざお 祭礼、縁日等に際

し、一時的に設け

るもの 

１本１日につき ２２ 

 その他のもの １本１月につき ２２０ 

幕（令第７条第４

号に掲げる工事用

施設であるものを

除く。） 

祭礼、縁日等に際

し、一時的に設け

るもの 

その面積１平方メート

ル１日につき 

２２ 

その他のもの その面積１平方メート

ル１月につき 

２２０ 

アーチ 車道を横断するも

の 

１基１月につき 

 

２，２００ 



 その他のもの １基１月につき １，１００ 

令第７条第２号に掲げる工作物 占用面積１平方メート

ル１年につき 

１，８００ 

令第７条第３号に掲げる施設 占用面積１平方メート

ル１年につき 

令別表備考

第７項に規

定する近傍

類似の土地

の 時 価 に 

０．０３１ 

を乗じて得

た額 

令第７条第４号に掲げる工事用施設及び同条

第５号に掲げる工事用材料 

占用面積１平方メート

ル１月につき 

２２０ 

令第７条第６号に掲げる仮設建築物及び同条

第７号に掲げる施設 

占用面積１平方メート

ル１月につき 

１８０ 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 
提案理由  

この案は、道路占用料の額を改定するためであります。  
 

 



議案第９号 

  

高浜市公共下水道条例の一部改正について 

  

次のとおり高浜市公共下水道条例の一部を改正するものとする。 

  

令和７年２月２５日提出 

  

高浜市長 吉 岡 初 浩 

 

高浜市公共下水道条例の一部を改正する条例（案） 

 

高浜市公共下水道条例（平成９年高浜市条例第２７号）の一部を

次のように改正する。 

第１３条第１項第１０号中「大腸菌群数」を「大腸菌数」に改め

る。 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

提案理由 

この案は、下水道法施行令の一部改正に伴い、所要の規定の整備

を行うためであります。 

 



議案第１０号 

  

高浜市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並び

に水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部改正につい

て 

  

次のとおり高浜市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基

準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する

ものとする。 

  

令和７年２月２５日提出 

  

高浜市長 吉 岡 初 浩 

  

高浜市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基 

準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一 

部を改正する条例（案） 

 

高浜市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水

道技術管理者の資格基準に関する条例（平成２４年高浜市条例第２

６号）の一部を次のように改正する。 

第３条各号を次のように改める。 

 (１) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（短期

大学を除く。以下同じ。）又は旧大学令（大正７年勅令第３

８８号）による大学において土木工学科又はこれに相当する

課程を修めて卒業した後、３年以上水道、工業用水道、下水

道、道路又は河川（以下この条において「水道等」という。）

に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（１年６月

以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に

限る。）  

(２) 学校教育法による大学又は旧大学令による大学において機

械工学科若しくは電気工学科又はこれらに相当する課程を修

めて卒業した後、４年以上水道等に関する技術上の実務に従

事した経験を有する者（２年以上水道に関する技術上の実務

に従事した経験を有する者に限る。） 



(３) 学校教育法による短期大学（同法による専門職大学の前期

課程（以下「専門職大学前期課程」という。）を含む。）若

しくは高等専門学校又は旧専門学校令（明治３６年勅令第６

１号）による専門学校（次号において「短期大学等」という。）

において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後

（専門職大学前期課程にあっては、修了した後。次号におい

て同じ。）、５年以上水道等に関する技術上の実務に従事し

た経験を有する者（２年６月以上水道に関する技術上の実務

に従事した経験を有する者に限る。） 

(４) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相

当する課程を修めて卒業した後、６年以上水道等に関する技

術上の実務に従事した経験を有する者（３年以上水道に関す

る技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。） 

(５) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中

等学校令（昭和１８年勅令第３６号）による中等学校（次号

において「高等学校等」という。）において土木科又はこれ

に相当する課程を修めて卒業した後、７年以上水道等に関す

る技術上の実務に従事した経験を有する者（３年６月以上水

道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。） 

(６) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相

当する課程を修めて卒業した後、８年以上水道等に関する技

術上の実務に従事した経験を有する者（４年以上水道に関す

る技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。） 

(７) １０年以上水道等の工事に関する技術上の実務に従事した

経験を有する者（５年以上水道の工事に関する技術上の実務

に従事した経験を有する者に限る。） 

(８) 第１号又は第２号の卒業者であって、学校教育法に基づく

大学院研究科において１年以上衛生工学若しくは水道工学に

関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工

学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第１号の卒

業者にあっては２年以上、第２号の卒業者にあっては３年以

上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

（第１号の卒業者にあっては１年以上、第２号の卒業者にあ

っては１年６月以上水道に関する技術上の実務に従事した経

験を有する者に限る。） 



(９) 外国の学校において、第１号から第６号までに規定する課

程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校にお

いて修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各

号に規定する最低経験年数以上水道等に関する技術上の実務

に従事した経験を有する者（それぞれ当該各号に規定する水

道等の最低経験年数の２分の１以上水道に関する技術上の実

務に従事した経験を有する者に限る。） 

(10) 技術士法（昭和５８年法律第２５号）第４条第１項の規定

による第２次試験のうち上下水道部門に合格した者（選択科

目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。）で

あって、１年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経

験を有する者（６月以上水道に関する技術上の実務に従事し

た経験を有する者に限る。） 

(11) 建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号）第３７条第

１項及び第２項の規定による土木施工管理に係る１級の技術

検定に合格した者であって、３年以上水道等に関する技術上

の実務に従事した経験を有する者（１年６月以上水道に関す

る技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。） 

第４条第１号を次のように改める。 

(１) 前条第１号、第３号又は第５号に規定する学校において土

木工学科若しくは土木科又はこれらに相当する課程を修めて

卒業した後（専門職大学前期課程にあっては、修了した後）、

同条第１号に規定する学校を卒業した者については３年以上、

同条第３号に規定する学校を卒業した者（専門職大学前期課

程にあっては、修了した者）については５年以上、同条第５

号に規定する学校を卒業した者については７年以上水道に関

する技術上の実務に従事した経験を有する者 

 第４条第２号中「及び第４号」を「又は第５号」に改め、「土木

工学以外の」を削り、「に関する学科目又はこれらに相当する学科

目」を「の課程又はこれらに相当する課程（土木工学科及び土木科

並びにこれらに相当する課程を除く。）」に、「学校教育法による

専門職大学の前期課程」を「専門職大学前期課程」に、「同条第４

号」を「同条第５号」に改め、同条第４号中「及び第４号」を「又

は第５号」に、「学科目」を「課程」に、「同条第４号」を「同条

第５号」に改め、同条第５号中「第２号」を「第１号若しくは第２



号」に、「学科目」を「課程」に改め、同条第６号の次に次の２号

を加える。 

(７) 技術士法第４条第１項の規定による第２次試験のうち上下

水道部門に合格した者（選択科目として上水道及び工業用水

道を選択したものに限る。）であって、１年以上水道に関す

る技術上の実務に従事した経験を有する者 

(８) 建設業法施行令第３７条第１項及び第２項の規定による土

木施工管理に係る１級の技術検定に合格した者であって、３

年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

提案理由 

この案は、水道法施行令及び水道法施行規則の一部改正に伴い、

水道事業布設工事監督者及び水道技術管理者の資格基準について、

所要の規定の整備を行うためであります。 



議案第１１号 

 

高浜市職員の給与に関する条例等の一部改正について 

 

次のとおり高浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正するも

のとする。 

 

令和７年２月２５日提出 

 

高浜市長 吉 岡 初 浩   

 

高浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条 

例（案） 

 

（高浜市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 高浜市職員の給与に関する条例（昭和３９年高浜町条例第

４号）の一部を次のように改正する。 

第６条第５項中「５５歳を超える」を「次に掲げる」に改め、

同項に次の各号を加える。 

(１) ５５歳を超える職員 

(２) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が８級

であるもの 

第１２条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「（扶養手

当）」を付し、同条第２項中第１号を削り、第２号を第１号と

し、第３号から第６号までを１号ずつ繰り上げ、同条第３項中

「及び第３号から第６号までのいずれかに該当する扶養親族（以

下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。）」を「に該当する

扶養親族（次項において「扶養親族たる子」という。）について

１人につき１万３，０００円、前項第２号から第５号までのいず

れかに該当する扶養親族」に改め、「、同項第２号に該当する扶

養親族（以下「扶養親族たる子」という。）については１人につ

き１万円」を削り、同条第４項中「（以下「特定期間」とい

う。）」を削り、「特定期間に」を「当該期間に」に改め、同条

に次の１項を加える。 

５ 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支



給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、市長が

規則で定める。 

第１３条を次のように改める。 

第１３条 削除 

第１３条の２第２項中「１００分の６」を「１００分の８」に

改める。 

第１４条第１項第２号中「配偶者」の次に「（届出をしないが

事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）」を

加える。 

第１５条第１項第２号中「有料の道路（以下次項において」を

「有料の道路（以下この条において」に改め、同条第２項第１４

号及び第１５号中「５万５，０００円」を「１５万円」に改め

る。 

第１５条の２第３項中「職員以外の地方公務員、国家公務員そ

の他市長が規則で定める者であった者から引き続き給料表の適用

を受ける職員となり、これ」を「新たに給料表の適用を受ける職

員となったこと」に改め、「（任用の事情等を考慮して市長が規

則で定める職員に限る。）」を削る。 

第１９条の２第１項中「勤務した」を「勤務をした」に改め、

同条第２項中「週休日等以外の日の午前零時から」を「午後１０

時から翌日の」に改め、「午前５時までの間」の次に「（週休日

等に含まれる時間を除く。）」を加え、「勤務した」を「勤務を

した」に改め、同条第３項中「当該各号に定める額」の次に

「（前２項に規定する勤務に従事する時間を考慮して市長が規則

で定める勤務をした職員にあっては、その額に１００分の１５０

を乗じて得た額）」を加え、同項第１号中「（当該勤務に従事す

る時間等を考慮して市長が規則で定める勤務をした職員にあって

は、その額に１００分の１５０を乗じて得た額）」を削る。 

第２０条第２項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１

２５」に改め、同条第３項中「１００分の１２７．５」を「１０

０分の１２５」に、「１００分の７１．２５」を「１００分の７

０」に改める。 

第２１条第２項第１号中「１００分の１０７．５」を「１００

分の１０５」に改め、同項第２号中「１００分の５１．２５」を

「１００分の５０」に改める。 



第２４条の２中「、第１２条、第１３条及び第１４条」を「及

び第１２条」に改める。 

第２８条中「、扶養手当」を削る。 

別表第１を次のように改める。 

別表第１ 行政職給料表（第４条関係） 

職員

の区

分 

職務の級

 

号給 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年

前再

任用

短時

間勤

務職

員以

外の

職員 

円 円 円 円 円 円 円 円

１ １８３,５００ ２３０,０００ ２６５,３００ ２９８,８００ ３２１,３００ ３５５,２００ ４０８,３００ ４５８,３００ 

２ １８４,６００ ２３１,５００ ２６６,３００ ３００,３００ ３２３,１００ ３５６,９００ ４１０,２００ ４６３,８００ 

３ １８５,８００ ２３３,０００ ２６７,３００ ３０１,８００ ３２４,９００ ３５８,５００ ４１２,１００ ４６８,８００ 

４ １８６,９００ ２３４,５００ ２６８,３００ ３０３,２００ ３２６,６００ ３６０,１００ ４１３,９００ ４７３,５００ 

５ １８８,０００ ２３６,０００ ２６９,３００ ３０４,６００ ３２８,３００ ３６１,７００ ４１５,７００ ４７７,５００ 

６ １８９,７００ ２３７,５００ ２７０,３００ ３０５,７００ ３３０,０００ ３６３,５００ ４１７,５００ ４８１,０００ 

７ １９１,３００ ２３９,０００ ２７１,３００ ３０６,７００ ３３１,７００ ３６５,０００ ４１９,３００ ４８４,０００ 

８ １９２,９００ ２４０,５００ ２７２,３００ ３０７,９００ ３３３,４００ ３６６,６００ ４２１,１００ ４８６,５００ 

９ １９４,５００ ２４２,０００ ２７３,３００ ３０９,１００ ３３５,０００ ３６８,０００ ４２２,７００ ４８８,５００ 

１０ １９６,２００ ２４３,４００ ２７４,３００ ３１０,７００ ３３６,７００ ３６９,６００ ４２４,２００  

１１ １９７,８００ ２４４,８００ ２７５,３００ ３１２,３００ ３３８,４００ ３７１,２００ ４２５,７００  

１２ １９９,４００ ２４６,２００ ２７６,４００ ３１３,９００ ３４０,０００ ３７２,７００ ４２７,２００  

１３ ２０１,０００ ２４７,４００ ２７７,４００ ３１５,４００ ３４１,５００ ３７４,６００ ４２８,７００  

１４ ２０２,７００ ２４８,６００ ２７８,７００ ３１７,０００ ３４３,１００ ３７６,５００ ４３０,０００  

１５ ２０４,４００ ２４９,８００ ２８０,０００ ３１８,６００ ３４４,７００ ３７８,４００ ４３１,３００  

１６ ２０６,１００ ２５１,０００ ２８１,２００ ３２０,２００ ３４６,２００ ３８０,２００ ４３２,５００  

１７ ２０７,４００ ２５２,１００ ２８２,５００ ３２１,７００ ３４７,６００ ３８１,７００ ４３３,７００  

１８ ２０９,０００ ２５３,２００ ２８３,８００ ３２３,４００ ３４９,３００ ３８３,５００ ４３５,０００  

１９ ２１０,６００ ２５４,３００ ２８５,０００ ３２５,０００ ３５０,９００ ３８５,２００ ４３６,３００  

２０ ２１２,１００ ２５５,４００ ２８６,２００ ３２６,６００ ３５２,５００ ３８６,８００ ４３７,５００  

２１ ２１３,６００ ２５６,４００ ２８７,３００ ３２８,０００ ３５３,７００ ３８８,５００ ４３８,７００  

２２ ２１５,２００ ２５７,４００ ２８８,５００ ３２９,７００ ３５５,２００ ３８９,９００ ４３９,５００  

２３ ２１６,８００ ２５８,４００ ２８９,８００ ３３１,４００ ３５６,７００ ３９１,３００ ４４０,３００  

２４ ２１８,４００ ２５９,４００ ２９１,１００ ３３３,０００ ３５８,２００ ３９２,７００ ４４１,１００  

２５ ２２０,０００ ２６０,４００ ２９２,４００ ３３４,２００ ３５９,９００ ３９４,１００ ４４１,７００  



２６ ２２１,７００ ２６１,３００ ２９３,４００ ３３６,１００ ３６１,７００ ３９５,３００ ４４２,３００  

２７ ２２３,０００ ２６２,２００ ２９４,４００ ３３７,８００ ３６３,４００ ３９６,５００ ４４２,９００  

２８ ２２４,３００ ２６３,１００ ２９５,５００ ３３９,４００ ３６５,１００ ３９７,５００ ４４３,５００  

２９ ２２５,６００ ２６３,９００ ２９６,６００ ３４０,９００ ３６６,５００ ３９８,６００ ４４４,２００  

３０ ２２６,７００ ２６４,７００ ２９７,８００ ３４２,５００ ３６７,８００ ３９９,８００ ４４５,０００  

３１ ２２７,８００ ２６５,５００ ２９８,９００ ３４４,１００ ３６９,０００ ４００,９００ ４４５,４００  

３２ ２２８,９００ ２６６,３００ ３００,１００ ３４５,７００ ３７０,４００ ４０２,０００ ４４６,１００  

３３ ２３０,０００ ２６７,０００ ３０１,３００ ３４７,４００ ３７１,５００ ４０２,７００ ４４６,６００  

３４ ２３１,１００ ２６７,８００ ３０２,６００ ３４９,２００ ３７２,４００ ４０３,４００ ４４７,０００  

３５ ２３２,２００ ２６８,６００ ３０３,９００ ３５１,０００ ３７３,４００ ４０４,１００ ４４７,４００  

３６ ２３３,３００ ２６９,３００ ３０５,２００ ３５２,８００ ３７４,５００ ４０４,８００ ４４７,８００  

３７ ２３４,４００ ２７０,０００ ３０６,５００ ３５４,３００ ３７５,３００ ４０５,４００ ４４８,２００  

３８ ２３５,４００ ２７０,８００ ３０７,８００ ３５５,７００ ３７６,２００ ４０６,０００ ４４８,６００  

３９ ２３６,４００ ２７１,６００ ３０９,１００ ３５７,１００ ３７７,１００ ４０６,５００ ４４９,０００  

４０ ２３７,３００ ２７２,３００ ３１０,４００ ３５８,５００ ３７７,９００ ４０６,９００ ４４９,３００  

４１ ２３８,２００ ２７３,０００ ３１１,７００ ３６０,０００ ３７８,７００ ４０７,３００ ４４９,６００  

４２ ２３９,１００ ２７３,８００ ３１３,０００ ３６０,８００ ３７９,５００ ４０７,５００ ４５０,０００  

４３ ２３９,９００ ２７４,６００ ３１４,３００ ３６１,８００ ３８０,３００ ４０７,８００ ４５０,３００  

４４ ２４０,７００ ２７５,３００ ３１５,４００ ３６２,８００ ３８１,０００ ４０８,１００ ４５０,６００  

４５ ２４１,４００ ２７６,０００ ３１６,３００ ３６３,７００ ３８１,７００ ４０８,４００ ４５０,９００  

４６ ２４２,０００ ２７６,７００ ３１７,６００ ３６４,８００ ３８２,４００ ４０８,７００   

４７ ２４２,６００ ２７７,４００ ３１８,９００ ３６５,７００ ３８３,１００ ４０９,０００   

４８ ２４３,２００ ２７８,１００ ３２０,２００ ３６６,７００ ３８３,８００ ４０９,３００   

４９ ２４３,８００ ２７８,８００ ３２１,４００ ３６７,６００ ３８４,３００ ４０９,５００   

５０ ２４４,４００ ２７９,５００ ３２２,７００ ３６８,３００ ３８４,９００ ４０９,８００   

５１ ２４５,０００ ２８０,２００ ３２３,９００ ３６９,０００ ３８５,５００ ４１０,１００   

５２ ２４５,５００ ２８０,９００ ３２５,１００ ３６９,６００ ３８６,２００ ４１０,４００   

５３ ２４６,０００ ２８１,５００ ３２６,４００ ３７０,０００ ３８６,６００ ４１０,６００   

５４ ２４６,４００ ２８２,２００ ３２７,５００ ３７０,６００ ３８７,２００ ４１０,９００   

５５ ２４６,７００ ２８２,８００ ３２８,６００ ３７１,３００ ３８７,８００ ４１１,２００   

５６ ２４７,０００ ２８３,５００ ３２９,７００ ３７２,０００ ３８８,３００ ４１１,５００   

５７ ２４７,３００ ２８４,１００ ３３０,４００ ３７２,３００ ３８８,７００ ４１１,７００   

５８ ２４７,６００ ２８４,８００ ３３１,３００ ３７３,０００ ３８９,３００ ４１２,０００   

５９ ２４７,９００ ２８５,４００ ３３２,０００ ３７３,７００ ３８９,９００ ４１２,３００   



６０ ２４８,２００ ２８６,１００ ３３２,８００ ３７４,３００ ３９０,４００ ４１２,５００   

６１ ２４８,５００ ２８６,７００ ３３３,６００ ３７４,６００ ３９０,８００ ４１２,７００   

６２ ２４８,８００ ２８７,４００ ３３４,０００ ３７５,１００ ３９１,３００ ４１３,０００   

６３ ２４９,１００ ２８８,０００ ３３４,６００ ３７５,７００ ３９１,８００ ４１３,３００   

６４ ２４９,４００ ２８８,５００ ３３５,３００ ３７６,３００ ３９２,４００ ４１３,５００   

６５ ２４９,７００ ２８９,０００ ３３６,１００ ３７６,６００ ３９２,７００ ４１３,７００   

６６ ２５０,０００ ２８９,６００ ３３６,８００ ３７７,２００ ３９３,１００ ４１４,０００   

６７ ２５０,３００ ２９０,１００ ３３７,５００ ３７７,９００ ３９３,５００ ４１４,３００   

６８ ２５０,６００ ２９０,７００ ３３８,１００ ３７８,５００ ３９３,９００ ４１４,５００    

６９ ２５０,９００ ２９１,２００ ３３８,６００ ３７８,９００ ３９４,２００ ４１４,７００    

７０ ２５１,２００ ２９１,７００ ３３９,２００ ３７９,４００ ３９４,５００ ４１５,０００    

７１ ２５１,５００ ２９２,３００ ３３９,７００ ３８０,０００ ３９４,８００ ４１５,３００    

７２ ２５１,８００ ２９２,９００ ３４０,３００ ３８０,５００ ３９５,０００ ４１５,５００    

７３ ２５２,１００ ２９３,４００ ３４０,６００ ３８１,０００ ３９５,２００ ４１５,７００    

７４ ２５２,４００ ２９３,９００ ３４１,１００ ３８１,６００ ３９５,５００     

７５ ２５２,７００ ２９４,３００ ３４１,５００ ３８２,１００ ３９５,８００     

７６ ２５３,０００ ２９４,６００ ３４１,９００ ３８２,４００ ３９６,０００     

７７ ２５３,３００ ２９４,８００ ３４２,３００ ３８２,８００ ３９６,２００     

７８ ２５３,６００ ２９５,１００ ３４２,８００ ３８３,３００ ３９６,５００     

７９ ２５３,９００ ２９５,３００ ３４３,３００ ３８３,７００ ３９６,８００     

８０ ２５４,２００ ２９５,６００ ３４３,８００ ３８４,１００ ３９７,０００     

８１ ２５４,５００ ２９５,８００ ３４４,１００ ３８４,５００ ３９７,２００     

８２ ２５４,８００ ２９６,０００ ３４４,５００ ３８５,０００ ３９７,５００     

８３ ２５５,１００ ２９６,３００ ３４４,９００ ３８５,４００ ３９７,８００     

８４ ２５５,４００ ２９６,５００ ３４５,３００ ３８５,８００ ３９８,０００     

８５ ２５５,７００ ２９６,８００ ３４５,６００ ３８６,１００ ３９８,２００     

８６ ２５６,０００ ２９７,１００ ３４６,０００       

８７ ２５６,３００ ２９７,４００ ３４６,４００       

８８ ２５６,６００ ２９７,７００ ３４６,８００       

８９ ２５６,９００ ２９８,０００ ３４７,０００       

９０ ２５７,２００ ２９８,３００ ３４７,４００       

９１ ２５７,５００ ２９８,６００ ３４７,８００       

９２ ２５７,８００ ２９９,０００ ３４８,２００       

９３ ２５８,１００ ２９９,２００ ３４８,４００       



９４  ２９９,４００ ３４８,８００       

９５  ２９９,７００ ３４９,２００       

９６  ３００,１００ ３４９,５００       

９７  ３００,３００ ３４９,８００       

９８  ３００,６００ ３５０,２００       

９９  ３０１,０００ ３５０,６００       

１００  ３０１,４００ ３５１,０００       

１０１  ３０１,６００ ３５１,５００       

１０２  ３０１,９００ ３５１,９００       

１０３  ３０２,２００ ３５２,３００       

１０４  ３０２,５００ ３５２,７００       

１０５  ３０２,７００ ３５３,２００       

１０６  ３０３,０００ ３５３,６００       

１０７  ３０３,３００ ３５３,９００       

１０８  ３０３,６００ ３５４,２００       

１０９  ３０３,８００ ３５４,７００       

１１０  ３０４,２００        

１１１  ３０４,６００        

１１２  ３０４,９００        

１１３  ３０５,１００        

１１４  ３０５,３００        

１１５  ３０５,６００        

１１６  ３０６,０００        

１１７  ３０６,２００       

１１８  ３０６,４００       

１１９  ３０６,７００       

１２０  ３０７,０００       

１２１  ３０７,４００       

１２２  ３０７,６００       

１２３  ３０７,９００       

１２４  ３０８,２００       

１２５  ３０８,５００       

定年前再任用

短時間勤務職

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 



員 円 円 円 円 円 円 円 円

１９２,０００ ２１９,５００ ２６０,０００ ２７９,７００ ２９４,９００ ３２０,６００ ３６２,７００ ３９６,２００ 

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

ただし、第２５条に規定する職員を除く。 

（高浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一

部改正） 

第２条 高浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

（令和元年高浜市条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

  第１８条第４項中「１００分の６」を「１００分の８」に改め

る。 

（高浜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正） 

第３条 高浜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（令和元

年高浜市条例第３１号）の一部を次のように改正する。 

  第８条第３項を削り、同条第４項中「第２項」を「前項」に改

め、「及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給」を

削り、同項を同条第３項とする。 

第１０条第１項中「、第１３条」を削り、「、第１６条」を

「及び第１６条」に改め、「及び第２１条」を削り、同条第２項

中「及び第５項」の次に「並びに第２１条第２項」を加え、「１

００分の１２７．５」を「１００分の１２５」に、「１００分の

１７５」を「１００分の９５」に、「とする。」を「と、給与条

例第２１条第２項中「支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げ

る職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額」とあ

るのは「高浜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第２条

の規定により任期を定めて採用された職員に支給する勤勉手当の

総額は、当該職員の勤勉手当基礎額に１００分の８７．５を乗じ

て得た額の総額」とする。」に改める。 

（高浜市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改

正） 

第４条 高浜市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和

４３年高浜町条例第４号）の一部を次のように改正する。 

第５条第２項中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号か

ら第５号までを１号ずつ繰り上げる。 

第６条第２号中「配偶者」の次に「（届出をしないが事実上婚

姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）」を加える。 



第１２条の２中「週休日等以外の日の午前零時から」を「午後

１０時から翌日の」に改め、「午前５時までの間」の次に「（週

休日等に含まれる時間を除く。）」を加える。 

第１４条中「勤務成績」を「人事評価の結果及び勤務の状況」

に改める。 

第１８条中「及び第６条」を削る。 

   附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（号給の切替え） 

第２条 令和７年４月１日（以下「切替日」という。）の前日にお

いて高浜市職員の給与に関する条例（以下「給与条例」という。）

の行政職給料表の適用を受けていた職員であって同日においてそ

の者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級

であったものの切替日における号給（以下「新号給」という。）

は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日

においてその者が受けていた号給（以下「旧号給」という。）に

応じて同表に定める号級とする。 

（令和８年３月３１日までの間における扶養手当に関する経過措

置） 

第３条 切替日から令和８年３月３１日までの間における第１条の

規定による改正後の給与条例第１２条の規定の適用については、

同条第２項中「次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者（行政

職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が７級以下であるも

のにあっては、次に掲げる者及び第１４条第１項第２号の配偶

者」と、同条第３項中「１万３，０００円」とあるのは「１万

１，５００円」と、「とする」とあるのは「、第１４条第１項第

２号の配偶者については３，０００円とする」とする。 

２ 切替日から令和８年３月３１日までの間における第４条の規定

による改正後の高浜市企業職員の給与の種類及び基準に関する条

例第５条の規定の適用については、同条第２項中「次に掲げる

者」とあるのは「次に掲げる者（管理者が指定する給料表の職務

の級にある職員にあっては、次に掲げる者及び次条第２号の配偶

者）」とする。 

（高浜市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 



第４条 高浜市職員の育児休業等に関する条例（平成４年高浜市条

例第１号）の一部を次のように改正する。 

第１８条の表第２４条の２の部第６条、第１２条、第１３条及

び第１４条の項を次のように改める。 

第６条及び第１２条 第１２条 

（地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整

備に関する条例の一部改正） 

第５条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例

の整備に関する条例（令和４年高浜市条例第２５号）の一部を次

のように改正する。 

附則第５条第７項中「、第１２条、第１３条及び第１４条」を

「及び第１２条」に改める。 

附則第６条中「及び第６条」を削る。 

（委任） 

第６条 附則第２条及び第３条に定めるもののほか、この条例の施

行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。 

 

附則別表（附則第２条関係） 号給の切替表 

旧号給 
新   号   給 

３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 

１ １ １ １ １ １ １ 

２ １ １ １ １ １ １ 

３ １ １ １ １ １ １ 

４ １ １ １ １ １ １ 

５ １ １ １ １ １ １ 

６ ２ １ １ １ １ １ 

７ ３ １ １ １ １ １ 

８ ４ １ １ １ １ １ 

９ ５ １ １ １ １ １ 

１０ ６ ２ ２ １ １ １ 

１１ ７ ３ ３ １ １ １ 

１２ ８ ４ ４ １ １ １ 

１３ ９ ５ ５ １ １ １ 

１４ １０ ６ ６ ２ １ １ 



１５ １１ ７ ７ ３ １ １ 

１６ １２ ８ ８ ４ １ １ 

１７ １３ ９ ９ ５ １ １ 

１８ １４ １０ １０ ６ ２ １ 

１９ １５ １１ １１ ７ ３ １ 

２０ １６ １２ １２ ８ ４ １ 

２１ １７ １３ １３ ９ ５ １ 

２２ １８ １４ １４ １０ ６ １ 

２３ １９ １５ １５ １１ ７ １ 

２４ ２０ １６ １６ １２ ８ ２ 

２５ ２１ １７ １７ １３ ９ ２ 

２６ ２２ １８ １８ １４ １０ ２ 

２７ ２３ １９ １９ １５ １１ ２ 

２８ ２４ ２０ ２０ １６ １２ ３ 

２９ ２５ ２１ ２１ １７ １３ ３ 

３０ ２６ ２２ ２２ １８ １４ ３ 

３１ ２７ ２３ ２３ １９ １５ ３ 

３２ ２８ ２４ ２４ ２０ １６ ３ 

３３ ２９ ２５ ２５ ２１ １７ ３ 

３４ ３０ ２６ ２６ ２２ １８ ４ 

３５ ３１ ２７ ２７ ２３ １９ ４ 

３６ ３２ ２８ ２８ ２４ ２０ ４ 

３７ ３３ ２９ ２９ ２５ ２１ ４ 

３８ ３４ ３０ ３０ ２６ ２２ ４ 

３９ ３５ ３１ ３１ ２７ ２３ ４ 

４０ ３６ ３２ ３２ ２８ ２４ ４ 

４１ ３７ ３３ ３３ ２９ ２５ ４ 

４２ ３８ ３４ ３４ ３０ ２６ ５ 

４３ ３９ ３５ ３５ ３１ ２７ ５ 

４４ ４０ ３６ ３６ ３２ ２８ ５ 

４５ ４１ ３７ ３７ ３３ ２９ ５ 

４６ ４２ ３８ ３８ ３４ ３０   

４７ ４３ ３９ ３９ ３５ ３１   

４８ ４４ ４０ ４０ ３６ ３２   



４９ ４５ ４１ ４１ ３７ ３３   

５０ ４６ ４２ ４２ ３８ ３４   

５１ ４７ ４３ ４３ ３９ ３５   

５２ ４８ ４４ ４４ ４０ ３６   

５３ ４９ ４５ ４５ ４１ ３７   

５４ ５０ ４６ ４６ ４２ ３８   

５５ ５１ ４７ ４７ ４３ ３９   

５６ ５２ ４８ ４８ ４４ ４０   

５７ ５３ ４９ ４９ ４５ ４１   

５８ ５４ ５０ ５０ ４６ ４２   

５９ ５５ ５１ ５１ ４７ ４３   

６０ ５６ ５２ ５２ ４８ ４４   

６１ ５７ ５３ ５３ ４９ ４５   

６２ ５８ ５４ ５４ ５０     

６３ ５９ ５５ ５５ ５１     

６４ ６０ ５６ ５６ ５２     

６５ ６１ ５７ ５７ ５３     

６６ ６２ ５８ ５８ ５４     

６７ ６３ ５９ ５９ ５５     

６８ ６４ ６０ ６０ ５６     

６９ ６５ ６１ ６１ ５７     

７０ ６６ ６２ ６２ ５８     

７１ ６７ ６３ ６３ ５９     

７２ ６８ ６４ ６４ ６０     

７３ ６９ ６５ ６５ ６１     

７４ ７０ ６６ ６６ ６２     

７５ ７１ ６７ ６７ ６３     

７６ ７２ ６８ ６８ ６４     

７７ ７３ ６９ ６９ ６５     

７８ ７４ ７０ ７０ ６６     

７９ ７５ ７１ ７１ ６７     

８０ ７６ ７２ ７２ ６８     

８１ ７７ ７３ ７３ ６９     

８２ ７８ ７４ ７４ ７０     



８３ ７９ ７５ ７５ ７１     

８４ ８０ ７６ ７６ ７２     

８５ ８１ ７７ ７７ ７３     

８６ ８２ ７８ ７８       

８７ ８３ ７９ ７９       

８８ ８４ ８０ ８０       

８９ ８５ ８１ ８１       

９０ ８６ ８２ ８２       

９１ ８７ ８３ ８３       

９２ ８８ ８４ ８４       

９３ ８９ ８５ ８５       

９４ ９０           

９５ ９１           

９６ ９２           

９７ ９３           

９８ ９４           

９９ ９５           

１００ ９６           

１０１ ９７           

１０２ ９８           

１０３ ９９           

１０４ １００           

１０５ １０１           

１０６ １０２           

１０７ １０３           

１０８ １０４           

１０９ １０５           

１１０ １０６           

１１１ １０７           

１１２ １０８           

１１３ １０９           

 

   提案理由 

 この案は、今年度の人事院勧告に基づき、給料表の改定等を行う



ためであります。 



議案第１２号 

 

   高浜市職員定数条例の一部改正について 

 

 次のとおり高浜市職員定数条例の一部を改正するものとする。 

 

  令和７年２月２５日提出 

 

高浜市長 吉 岡 初 浩 

 

   高浜市職員定数条例の一部を改正する条例（案） 

 

 高浜市職員定数条例（昭和４６年高浜市条例第１６号）の一部を

次のように改正する。 

 第２条第１項第１号中「２８８人」を「２８７人」に改め、同項

第８号中「１１人」を「１２人」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

  

提案理由 

この案は、市長の事務部局並びに教育委員会の事務局及び学校そ

の他の教育機関の職員の定数を改定するためであります。 

 



議案第１３号 

 

高浜市職員の育児休業等に関する条例及び高浜市職員の勤務

時間、休暇等に関する条例の一部改正について 

 

次のとおり高浜市職員の育児休業等に関する条例及び高浜市職員

の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正するものとする。 

 

令和７年２月２５日提出 

 

高浜市長 吉 岡 初 浩   

 

高浜市職員の育児休業等に関する条例及び高浜市職員 

の勤務時間、休暇等に関する条例（案） 

 

（高浜市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第１条 高浜市職員の育児休業等に関する条例（平成４年高浜市条

例第１号）の一部を次のように改正する。 

第２０条第３項中「第６１条第３２項において読み替えて準用

する同条第２９項」を「第６１条の２第２０項」に改める。 

（高浜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正） 

第２条 高浜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年高

浜市条例第１号）の一部を次のように改正する。 

第８条の３第２項中「３歳に満たない子」を「小学校就学の始

期に達するまでの子」に改め、同条第４項中「第２項中「３歳に

満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を

養育」とあり、」を「並びに第２項」に改める。 

第１５条第１項中「規則で定める者」の次に「（第１６条の２

第１項において「配偶者等」という。）」を加える。 

第１６条の次に次の２条を加える。 

（配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向

確認等） 

第１６条の２ 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を

必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対

して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置（以下この条



及び次条において「介護両立支援制度等」という。）その他の

事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の申告、請求又

は申出（次条において「請求等」という。）に係る当該職員の

意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならな

い。 

２ 任命権者は、職員に対して、当該職員が４０歳に達した日の

属する年度（４月１日から翌年の３月３１日までをいう。）に

おいて、前項に規定する事項を知らせなければならない。 

  （勤務環境の整備に関する措置） 

第１６条の３ 任命権者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑

に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければな

らない。 

(１) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施 

(２) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備 

(３) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関す

る措置 

附 則  
（施行期日）  

第１条 この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、次

条の規定は、公布の日から施行する。  
 （経過措置）  
第２条 この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の日

を時間外勤務制限開始日とする改正後の高浜市職員の勤務時間、

休暇等に関する条例第８条の３第２項の規定による請求（３歳か

ら小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために行うもの

に限る。）を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の

定めるところにより、当該請求を行うことができる。  
 

提案理由  
この案は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者

の福祉に関する法律の一部改正等に伴い、超過勤務の免除の対象と

なる子の範囲の拡大を行う等のためであります。  



議案第１４号 

 

高浜市多文化共生コミュニティセンターの設置及び管理に関

する条例の一部改正について 

 

次のとおり高浜市多文化共生コミュニティセンターの設置及び管

理に関する条例の一部を改正するものとする。 

 

令和７年２月２５日提出 

 

高浜市長 吉 岡 初 浩   

 

高浜市多文化共生コミュニティセンターの設置及び管 

理に関する条例の一部を改正する条例（案） 

 

高浜市多文化共生コミュニティセンターの設置及び管理に関する

条例（令和３年高浜市条例第１３号）の一部を次のように改正す

る。 

題名を次のように改める。 

高浜市多文化共生拠点施設の設置及び管理に関する条 

例 

第１条中「高浜市多文化共生コミュニティセンター（以下「コミ

ュニティセンター」という。）」を「高浜市多文化共生拠点施設

（以下「拠点施設」という。）」に改める。 

第２条中「コミュニティセンターの」を「拠点施設の」に改め、

同条の表中「青木町四丁目５番地２６」を「湯山町六丁目６番地

４」に改める。 

第３条から第７条までの規定中「コミュニティセンター」を「拠

点施設」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年７月１９日から施行する。ただし、次項

の規定は、同年６月１６日から施行する。 

（高浜市使用料及び手数料条例の一部改正） 

２ 高浜市使用料及び手数料条例（昭和３９年高浜町条例第１８



号）の一部を次のように改正する。 

別表第１公の施設の部女性文化センターの項中 

「        

 小会議室  １４０    

 和室(Ａ)  ２１０   を

 和室(Ｂ)  １９０    

      」 

「        

 和室  ２１０   に

      」 

改める。 

 

提案理由 

この案は、多文化共生コミュニティセンターを女性文化センター

の所在地に移転させるほか、所要の規定の整備を行うためでありま

す。 



議案第１５号 

  

高浜市使用料及び手数料条例の一部改正について 

  

次のとおり高浜市使用料及び手数料条例の一部を改正するものと

する。 

  

令和７年２月２５日提出 

  

高浜市長 吉 岡 初 浩 

  

高浜市使用料及び手数料条例の一部を改正する条例（案） 

 

高浜市使用料及び手数料条例（昭和３９年高浜町条例第１８号）

の一部を次のように改正する。 

別表第２中 

「        

 高浜市南部

ふれあいプ

ラザ 

喫茶レス

トラン 

１月 ５４，８３０ 光熱水費は、

実費 

 

を
 パン工房

棟 

１月 １７，８７０

     」

「        

 高浜市南部

ふれあいプ

ラザ 

喫茶レス

トラン 

１月 ５４，８３０ 光熱水費は、

実費 

 

に

 パン工房

棟 

１月 １７，８７０

 いきいき広

場 

ショール

ーム 

１月 ３６，７３０

 女性文化セ

ンター 

談話室の

一部 

１月 ４，１９０ 高浜市文化協

会が継続的に

利用する場合 

     」

改める。 



附 則 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日前に、同日以後のいきいき広場のショール

ーム及び女性文化センターの談話室の一部の利用の許可を受けた

者からは、同日前においても、改正後の別表第２いきいき広場の

項及び女性文化センターの項の規定の例により使用料を徴収する

ことができる。 

 

提案理由 

この案は、いきいき広場のショールーム及び女性文化センターの

談話室の一部について、継続的利用に係る使用料を定めるためであ

ります。 



議案第１６号 

 

高浜市児童クラブの実施に関する条例の制定について 

 

次のとおり高浜市児童クラブの実施に関する条例を制定するもの

とする。 

 

  令和７年２月２５日提出 

 

高浜市長 吉 岡 初 浩  

 

高浜市児童クラブの実施に関する条例（案） 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、市による児童福祉法（昭和２２年法律第１６

４号）第６条の３第２項に規定する放課後児童健全育成事業（以

下「児童クラブ」という。）の実施に関し、必要な事項を定める

ものとする。 

（実施方針） 

第２条 児童クラブは、利用する児童の遊び及び生活の場として、

発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう、当該児

童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立

等により、もって当該児童の健全な育成を図るものとする。 

（実施時間及び実施日） 

第３条 児童クラブの実施時間及び実施日は、児童クラブの支援の

単位（高浜市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例（平成２６年高浜市条例第２４号）第１０条第４

項に規定するものをいう。以下同じ。）ごとに、規則で定める。 

（施設の設置） 

第４条 児童クラブを実施する場所として、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第２４４条の２の規定に基づき、次の表に掲げ

る施設を設置する。 

名称 位置 

東海児童クラブ室 高浜市田戸町二丁目２番地５９ 



翼児童クラブ室 高浜市神明町五丁目１番地１ 

高取北児童クラブ室 高浜市本郷町六丁目６番地１ 

高取南児童クラブ室 高浜市本郷町六丁目６番地１ 

高浜児童クラブ室 高浜市青木町六丁目１番地１５ 

２ 前項の施設を利用できる者並びに開設時間及び開設日は、次条

に規定する対象児童並びに児童クラブの実施時間及び実施日に準

ずるものとする。 

（対象児童） 

第５条 児童クラブを利用することができる者（以下「対象児童」

という。）は、市内の小学校に就学している児童であって、その

保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより昼

間に当該児童を育成することができないと認められるものとす

る。ただし、市長が児童クラブの利用が必要と認める児童につい

ては、この限りでない。 

(１) 昼間に労働することを常態としていること。 

(２) 出産等の理由により入院していること。 

(３) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に

障害を有していること。  

(４) 同居の親族を常時介護し、又は看護していること。 

(５) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっているこ

と。 

(６) その他前各号に類すると認められる状態にあること。 

（利用の申請等） 

第６条 児童クラブを利用しようとする児童の保護者は、規則で定

めるところにより、あらかじめ市長に申請し、許可を受けなけれ

ばならない。 

２ 前項の規定による申請及び許可は、児童クラブの支援の単位ご

とに、別表に定める利用区分により行うものとする。 

（利用の不許可） 

第７条 市長は、児童又はその保護者が次の各号のいずれかに該当

するときは、児童クラブの利用を許可しないものとする。 

(１) 対象児童に該当しないとき。 

(２) 規則で定める児童クラブの定員を超えることにより、児童

クラブを適正に運営することが困難になると認めるとき。 



(３) その他児童クラブの管理又は運営上支障があると認めると

き。 

（変更等の届出） 

第８条 児童クラブの利用の許可を受けた児童（以下「利用児童」

という。）の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、

規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。 

(１) 第６条の規定により申請した内容に変更があったとき。 

(２) 児童クラブの利用を中止するとき。 

(３) 利用児童が対象児童に該当しなくなったとき。 

（利用の取消し及び中止） 

第９条 市長は、利用児童又はその保護者が次の各号のいずれかに

該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ず

ることができる。 

(１) 対象児童に該当しなくなったとき。 

(２) 他の児童へ危害を加える等児童クラブの適正な運営に著し

い支障があるとき。 

(３) 児童に感染症の疾患があり、他の児童へ感染するおそれが

あると認められるとき。 

(４) その他児童クラブの管理上又は運営上支障があると認めら

れるとき。 

（費用負担） 

第１０条 利用児童の保護者は、別表に定める育成料を規則で定め

る期日までに納入しなければならない。 

２ 既納の育成料は、還付しない。ただし、育成料の過納があった

ときその他市長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を

還付することができる。 

３ 前項ただし書の場合において、還付を受けるべき利用児童の保

護者に現に未納の育成料があるときは、市長は、当該還付額を当

該未納の育成料に充当することができる。 

（育成料の減免） 

第１１条 市長は、経済的理由その他特別の理由により育成料の納

入が困難であると認めるときは、規則で定めるところにより育成

料を減免することができる。 

（委任） 

第１２条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 



附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

別表（第６条、第１０条関係） 

利用区分 育成料 

（利用児童１人につき１月当たり） 

通常利用 ５，５００円

延長利用 早朝延長 ５００円

夜間延長 ５００円

備考 

１ 「通常利用」とは、下校時間から午後６時まで（小学校の

授業の休業日にあっては、午前８時３０分から午後６時ま

で）における利用をいう。 

２ 「延長利用」とは、通常利用に加えて、早朝又は夜間に延

長して利用することで、次に定める早朝延長及び夜間延長を

いう。 

(１) 「早朝延長」とは、午前７時３０分から午前８時３０

分までの利用をいう。 

(２) 「夜間延長」とは、午後６時から午後７時までの利用

をいう。 

３ 育成料は、各月の初日から末日までを１月とし、通常利用

に係る育成料の額に延長利用に係る育成料の額を加えて算出

する。 

４ 各月の途中に利用を開始し、又は中止した場合も、育成料

は同額とする。ただし、１月当たりの育成料は、各利用区分

に定める額を上限とする。 

 

提案理由 

この案は、市が実施している放課後児童健全育成事業について、

必要な事項を定めるためであります。 



議案第１７号 

 

   高浜市女性文化センターの設置及び管理に関する条例の一部

改正について 

 

次のとおり高浜市女性文化センターの設置及び管理に関する条例

の一部を改正するものとする。 

 

令和７年２月２５日提出 

 

高浜市長 吉 岡 初 浩   

 

高浜市女性文化センターの設置及び管理に関する条例 

の一部を改正する条例（案） 

 

高浜市女性文化センターの設置及び管理に関する条例（平成７年

高浜市条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

第３条を削り、第４条を第３条とし、第５条を第４条とする。 

 第６条中「第４条第１項」を「第３条第１項」に改め、同条を第

５条とする。 

 第７条第４項中「第１２条第２号」を「第１１条第２号」に改

め、同条を第６条とする。 

 第８条中「第４条第２項」を「第３条第２項」に改め、同条を第

７条とする。 

 第９条中「第４条第１項」を「第３条第１項」に改め、同条を第

８条とする。 

第１０条を第９条とする。 

 第１１条第２項中「第４条、第５条、第８条及び第９条」を「第

３条、第４条、第７条及び第８条」に、「第１１条第１項」を「第

１０条第１項」に改め、同条を第１０条とする。 

 第１２条を第１１条とし、第１３条を第１２条とし、第１４条を

第１３条とする。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 



提案理由 

この案は、女性文化センターの利用者の範囲について見直しを行

うためであります。 



議案第１８号 

  

高浜市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部改正について 

  

次のとおり高浜市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正するものとする。 

  

令和７年２月２５日提出 

  

高浜市長 吉 岡 初 浩   

  

高浜市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 

を定める条例の一部を改正する条例（案） 

 

高浜市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例（平成２６年高浜市条例第２２号）の一部を次のように改正す

る。 

第６条第１項第１号中「を行う」を「（次項において「保育内容

支援」という。）を実施する」に改め、同項第３号中「第４項第１

号」を「第６項第１号」に改め、同条中第５項を第７項とし、第４

項を第６項とし、第３項各号列記以外の部分を次のように改める。 

前項各号の代替保育連携協力者とは、第１項第２号に掲げる事

項に係る連携協力を行う者であって、次の各号に掲げる場合の区

分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものをいう。 

 第６条第３項第１号中「当該家庭的保育事業者等」を「家庭的保

育事業者等」に、「第２７条に規定する小規模保育事業Ａ型若しく

は小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（次号におい

て「小規模保育事業Ａ型事業者等」という。）」を「小規模保育事

業Ａ型事業者等」に改め、同項を同条第５項とし、同条第２項中

「全てを満たす」を「いずれかを満たす」に、「前項第２号」を

「第１項第２号」に改め、同項各号を次のように改める。 

(１) 家庭的保育事業者等が代替保育連携協力者を適切に確保し

た場合には、次のア及びイに掲げる要件を満たすと市長が認

めること。 



ア 家庭的保育事業者等と代替保育連携協力者との間でそれ

ぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されているこ

と。 

イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じな

いようにするための措置が講じられていること。 

(２) 市長が家庭的保育事業者等による代替保育連携協力者の確

保の促進のために必要な措置を講じてもなお当該代替保育連

携協力者の確保が著しく困難であること。 

第６条中第２項を第４項とし、第１項の次に次の２項を加える。 

２ 市長は、家庭的保育事業者等による保育内容支援の実施に係る

連携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の

各号に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、前項第１号の

規定を適用しないこととすることができる。 

(１) 家庭的保育事業者等が保育内容支援連携協力者を適切に確

保すること。 

(２) 次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。 

ア 家庭的保育事業者等と保育内容支援連携協力者との間で

それぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されている

こと。 

イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生

じないようにするための措置が講じられていること。 

３ 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、第２７条に規定する

小規模保育事業Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保

育事業を行う者（第５項において「小規模保育事業Ａ型事業者

等」という。）であって、第１項第１号に掲げる事項に係る連携

協力を行うものをいう。 

第１６条第１項第２号中「栄養士」の次に「又は管理栄養士」を

加える。 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

提案理由 

この案は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部

改正に伴い、本市の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

に関して、所要の規定の整備を行うためであります。 


